


回収日の朝７時３０分から８時３０分まで

啓発用の「看板」を貸し出します　　

　ごみ集積場所や資源回収場所への設置用として、各町内へ資源物の
持ち去り禁止啓発「表示看板」の貸し出しを行っています。
　必要な場合は、町会長を通じて環境センターへお申し出ください。


